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– 概要 –

●名 称 FOOD ACTION NIPPON アワード 2009

●主 催 FOOD ACTION NIPPON アワード 2009実行委員会

●共 催 農林水産省

●後 援 内閣府、文部科学省、環境省 （予定）

●実施期間 ≪募集受付≫ 2009年7月1日（水）～8月21日（金）

≪授賞式≫ 2009年11月下旬

●募集対象 食料自給率向上に寄与する事業者・団体等の活動を対象とします。

□プロダクト部門

□製造・流通・システム部門

□コミュニケーション・啓発部門

□研究開発・新技術部門

●表 彰 □大賞 １件

□部門最優秀賞 各部門１件

□部門優秀賞 各部門１０件以内

※ 部門ごとに、最優秀賞（１件）及び優秀賞（１０件以内）を選定、４部門の最優秀賞（４件）の中から

大賞（１件）を選定します。大賞に選ばれた部門の最優秀賞（１件）は、優秀賞から繰り上がります。

●マ ー ク 受賞者は受賞マークが使用できます。

●広 報 表彰にあたっては、授賞式を開催するとともに、その内容を全国紙・誌、FOOD

ACTION NIPPON 公式ホームページや受賞カタログ等、PRツールで紹介するなど

広く紹介していく予定です。また、FOOD ACTION NIPPON 推進本部や農林水産省

が行う広報等でも取り上げていく予定です。

【１】 FOOD ACTION NIPPON アワード2009 趣旨・概要

将来的な食料問題の深刻化が懸念されている中、未来の子供たちもずっと 安心しておいしく食べてい
くためには、国民の皆様が一体となり国産農産物の消費拡大等を通じて、食料自給率の向上を図り、国
民が安心して暮らせる社会を実現していく必要があります。このような取組みは、子供たちが食や食料問
題を考える食育や、食料輸入・流通に必要な化石燃料の低減を通じて低炭素社会の実現にも貢献する
ものと考えています。これらを踏まえ、国民の皆様の間で問題意識を認識・共有し、食料自給率向上に
向けて出来ることから一つずつ行動していく国民運動「FOOD ACTION NIPPON」を2008年10月に立
ち上げ、様々な取組みを推進してまいりました。

本年度は、本国民運動「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」の新たな展開の一環として、「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩ
ＯＮ ＮＩＰＰＯＮ アワード」を創設いたします。本アワードは、食料自給率向上に寄与する事業者・団体等
の取組みを一般から広く募集し、優れた取組みを表彰することにより、食料自給率向上に向けた活動を
広く社会に浸透させ、私たちや未来の子供たちが安心しておいしく食べていける社会の実現を目指すも
のです。

FOOD ACTION NIPPON
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募集部門 具体例

食料自給率向上に寄与する、生鮮品、加工食品、外食メニュー等の商品

プロダクト部門
●生鮮品（青果物・食肉・魚介類他） ●調味料（味噌・醤油他）

●加工食品 ●中食（弁当・惣菜） ●外食メニュー

●地域、異業種連携による開発製品 ●国産穀物等を活用した取組み （米粉・飼料米・大豆・
小麦・エコフィードなどを活用した食品） など

食料自給率向上に寄与する、製造、流通、フードシステム等に関する取組み

製造・流通・システム部門
●製造時における取組み ●店舗・店頭施策 ●新領域への販路拡大

●販売網や流通経路の確立や創出 ●販売方法や販売機会の開拓

●廃棄食料削減や廃棄食料活用への取組み ●トレーサビリティや食品表示

●農業ファンドなどによる活動支援 ●ビジネスモデル開発 など

食料自給率向上に寄与する、普及・啓発、地域の活性化、食育等の活動

コミュニケーション

・啓発部門

●広告・キャンペーン・プロモーション ●地域ブランド開発など、地域を活性化する活動

●レシピ開発 ●給食や社員食堂でのメニュー開発など、病院・学校・企業内などでの啓発活動

●生産者支援活動 ●食育や食文化を継承する活動 ●非営利啓発活動

●テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト、出版物、イベント、シンポジウムなどでの普及・啓発活動 など

食料自給率向上に寄与する研究、新技術等の開発

研究開発・新技術部門 ●製造機器の研究開発 ●国産農産物等の生産技術開発

●食品製造・加工技術や機器開発 ●製品保存技術や運搬・保管機器の開発

●食品廃棄物の活用やトレーサビリティの新技術開発 など

【２】 FOOD ACTION NIPPON アワード2009 募集部門

FOOD ACTION NIPPON

（注） 特徴のある取組みやアピールしたい活動等について、該当する部門にご応募下さい。

複数の部門にまたがる取組み・活動の場合は、重複して応募することができます。その場合は、部門

ごとに応募申込書を作成し、応募申込書の「本応募対象の他部門への重複応募」欄にチェックをお願

いします。なお、重複応募の場合でも、表彰は１つの応募対象について１件となります。

その他、応募する部門について不明な点は、実行委員会事務局「応募受付担当」までご相談ください。

・ 以下の４部門に関する取組み・活動等を募集します。

［応募の例］～ 国産米粉に関連する取組みの場合 ～

・ おいしい米粉パンを独自のブランドとして販売している。 →［プロダクト部門］

・ 街のパン屋さんに米粉を独自のルートで供給している。 →［製造・流通・システム部門］

・ 店頭等で米粉の魅力や食料自給率の大切さを伝えている。 →［コミュニケーション・啓発部門］

・ 米粉に製粉する新しい技術を開発した。 →［研究開発・新技術部門］

※ 上記の複数の取組みを行っている場合、最も該当する１つの部門に応募頂いても、複数の部門に応募頂いても

結構です。
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・ 審査は、審査委員長を初めとする審査委員10名より構成される「FOOD ACTION NIPPON アワード

審査委員会」が行うものとし、実行委員長がその承認を行います。

●実行委員会委員長

小泉 武夫 東京農業大学 名誉教授

●審査委員会

審査委員長 赤池 学 ユニバーサルデザイン総合研究所 代表取締役所長

審査委員 王 理恵 雑穀野菜料理研究家

大木 美智子 消費科学連合会 会長

釼持 雅幸 流通研究所 代表取締役

小山 薫堂 放送作家

澤浦 彰治 農業経営者

田崎 真也 ソムリエ

中嶋 康博 東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授

山本 謙治 農産物流通コンサルタント

吉水 由美子 伊藤忠ファッションシステム・マーケティングディレクター

（五十音順）

【３】 FOOD ACTION NIPPON アワード2009 審査

FOOD ACTION NIPPON

２．審査における観点・基準

・ 以下の観点、基準に基づき、審査を行います。

部門共通

① 食料自給率の向上に貢献、あるいは意識の啓発に寄与している

② 取組みが継続して生活者等に評価されている、あるいは今後広く普及が期待できる

③ 食育や農業・地域の活性化、環境問題への対応など、食料自給率の向上以外の面
でも波及効果が期待できる

プロダクト部門
● 地域の食材や知恵、技を活用した、魅力的な取組みである

● 国産食材のおいしさなどの特徴を新たな視点で活かしている など

製造・流通・システム部門
● 異なる領域や業種と効果的に連携するなど、斬新な取組みである

● 国産食材の活用等に際して、困難な課題を解決している など

コミュニケーション・啓発部門
● 国産食材のおいしさや魅力を訴求効果の高い手法で伝えている

● 取組みの結果、生活者や関係者の具体的な行動につながっている など

研究開発・新技術部門
● 先進性・独創性に優れている

● 国産食材の活用等に際して、困難な課題を解決している など

１．審査委員
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【４】 FOOD ACTION NIPPON アワード2009 応募手続き等

［１］応募要項と応募申込書の入手

・ FOOD ACTION NIPPON 公式ホームページ（ URL: http://www.syokuryo.jp/ ）にアクセスして、

応募要項と応募申込書をダウンロードしてください。応募申込書は、エクセルファイルとPDFファイルの

両方をご用意しています。

・ ホームページから入手できない場合は、実行委員会事務局「応募受付担当」にご連絡ください。

応募要項と応募申込書を郵送します。

２．応募の手続き

［２］応募申込書の記入

◎ データ入力の場合

・エクセルファイルの応募申込書に必要事項を入力後、出力した用紙に捺印してください。

・入力したエクセルファイルをCD-ROM等のメディアにコピーしてください。

◎ 手書き記入の場合

・PDFデータの応募申込書を出力して、必要事項をご記入の上、捺印してください。

※ 審査業務効率化のため、データ入力での応募にご協力をお願いします。

※ 応募内容の説明が応募申込書に記入しきれない場合は、A4サイズの用紙2枚（片面）まで

用紙を追加できます。（様式自由）

［３］添付書類の準備

◎ 事業者 法人の場合 ： 「組織案内」、「企業の活動内容記載書類」のいずれか

個人事業者、研究者等の場合 ： 「活動内容・実績一覧記載書類」

◎ 団 体 ：「会則」、「組織概要」、「その他当該団体の活動内容記載書類」の全て

※ 連名で応募する場合は、代表となる事業者・団体の添付書類をご準備ください。

※ FOOD ACTION NIPPON 推進パートナーにご登録されている場合は必要ありません。

FOOD ACTION  NIPPON 推進パートナー とは

流通・食品などの企業、旅館、ホテルなどの事業者、大学や地元経済界、自治体などに、「FOOD ACTION  NIPPON」を

より具体化していく役割を担っていただくパートナーとして参加を呼びかけているものです。パートナーとしてのメリットも順次、

拡大中ですので、詳しくは、FOOD ACTION NIPPON 公式ホームページをご参照いただき、この機会にぜひ、登録をご検討

ください（登録は無料です）。

１．応募資格

・ 応募内容について、社会的な責任を負うことができる事業者、団体であれば応募出来ます。

◎事業者 企業法人、社団法人、財団法人、学校法人、NPO法人、個人事業者、研究者 等

◎団体 自治体、公共団体、任意団体 等

※応募内容に、複数の事業者・団体が関わる場合は、連名で応募することができます。

・ 応募の時点で、実際に販売されていたり、または一般に公開されている取組みを応募対象とします。

・ 審査に係る費用は、初年度につき無料です。

FOOD ACTION NIPPON
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・ 複数件応募することが可能です。件数に制限はありません。

・ 応募内容に複数の事業者・団体が関わる場合は、連名で応募することが可能です。

・ 応募担当者は、名前、住所、電話番号、メールアドレス（ある場合）など、必要事項を必ずご記入

ください。記入もれの場合は、審査対象外となりますので、予めご了承ください。

・ 応募申込書には、応募にあたっての同意事項について、同意欄を設けています。ご確認の上、

記入、捺印ください。

・ 応募書類は、８月２１日（金）必着で郵送してください。

・ 応募書類は返却いたしません。

・ 応募書類の使用言語は、原則日本語のみとさせていただきます。

［４］応募書類及び応募先

・ 以下の応募書類を、応募締切（２００９年8月21日必着)までに、実行委員会事務局「応募受付担当」

まで郵送してください。

◎データ入力の場合 ・記入・捺印した応募申込書 1部

・入力したエクセルファイルをコピーしたCD-ROM等メディア 1枚

・添付書類（推進パートナーに登録している場合は必要ありません） 1セット

◎手書き記入の場合 ・記入・捺印した応募申込書 1部

・添付書類（推進パートナーに登録している場合は必要ありません） 1セット

※ その他、追加説明の用紙（A4サイズ片面2枚まで)、パンフレットや記事・プレスリリース等の

資料がありましたら同封してください。

※ 郵送料は応募者の負担となります。

※ 電子メールによる応募は受けつけておりませんのでご了承ください。

＜応募先＞

FOOD ACTION NIPPON  アワード2009 実行委員会事務局 「応募受付担当」宛

住所 ： 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17 下島ビル８階

TEL ： 03-5537-1545

［５］応募受付期間

◎応募開始 ： ２００９年７月１日（水）より

◎応募締切 ： ２００９年８月21日（金）必着

［６］応募完了の確認

・ 応募書類の到着後、「応募受付担当」よりメールもしくはFAXにてご連絡します。

郵送後、一週間を過ぎても連絡がない場合は、「応募受付担当」までお電話ください。

３．応募に際しての注意事項

FOOD ACTION NIPPON
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４．応募に関わる権利の保全他

［１］企業・個人情報の使用

応募者から提出された情報については、アワードの実施及びFOOD ACTION NIPPON の展開

に必要とされる範囲に限り、主催者が使用することにご同意ください。

［２］応募対象情報の使用

・ 応募申込書などの応募書類の著作権は、応募者に帰属するものとします。

・ 応募内容に関する特許権、意匠権、商標権、著作権等の権利については、他人の権利を侵害

することなく、又自己の権利を保全するために適切な措置を講じてください。

・ 応募内容及び関連する情報は、アワードの実施及びFOOD ACTION NIPPONの展開に必要

とされる範囲に限り、主催者が使用することにご同意ください。なお、その編集については、主催

者による監修・確認に一任することをご了解ください。

［３］応募者の責任に帰する事項

・ 応募対象についての意匠権、商標権、著作権及び品質、性能、安全性や、販売、活動等で生じた

問題の責任は応募者にあるものとし、主催者は一切責任を負いません。

［４］応募者の応募取消

・ 応募者側に、応募から授賞式までの期間で、応募内容について審査の継続が困難な事由が生

じた場合は、応募の取消が可能です。

・ 応募者が応募の取消を希望する場合は、ただちに、「応募受付担当」に連絡後、その旨を申請

する文書を提出してください。

［５］主催者の表彰取消

・ 主催者は、表彰の内定から授賞式までの間、もしくは表彰後、表彰対象の応募内容に下記のような

事実が判明した場合は、審査委員会の承認を経て、表彰を取り消すことが出来ます。

・ 応募内容に関わる虚偽、不正が発覚した場合

・ 応募内容が他者の権利を侵害していると認められた場合

・ その他実行委員長が必要と認めた場合

FOOD ACTION NIPPON
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２．審査手順及び結果連絡

１．費用

・ すべての応募対象（書類不備を除く）について、審査委員により書類審査が行われます。

書類審査を通過した応募対象は本審査に進みます。

・ 本審査に進んだ応募対象については、「応募受付担当」より10月末頃にご連絡差し上げます。

※ 本審査に進んだ応募対象は、 FOOD ACTION NIPPON 公式ホームページにて紹介する

予定です。紹介をご希望されない場合は、ご連絡差し上げた時点でその旨を「応募受付

担当」にお知らせください。

（紹介を希望されないことが、本審査に影響を与えることはありません。）

・ 本審査は審査委員が集合して実施されます。

・ 本審査の結果は、11月中旬に「応募受付担当」よりご連絡差し上げます。

受賞が内定した応募者には、応募内容について再確認する可能性がありますのでご協力をお願い

します。

※ 受賞した応募対象は、記者発表後にFOOD ACTION NIPPON 公式ホームページで紹介

するとともに、FOOD ACTION NIPPON 推進本部及び農林水産省が行う広報や資料等で

取り上げる可能性があります。予めご了承ください。

・ 落選理由など、審査結果に関する個別のお問合せには応じられませんので、予めご了承ください。

【５】FOOD ACTION NIPPON アワード2009 その他の留意事項

・ 審査に係る費用は、初年度につき無料です。

・ 授賞式に出席される場合の交通費等は、原則自己負担となります。

・ 審査や授賞式などを実施するにあたり、資料や商品等の提供などのご協力をお願いすることが

あります。

FOOD ACTION NIPPON



FOOD ACTION NIPPON

◆応募及びお問合せ （土・日祝日を除く10:00～12:00 13:00～17:00）

FOOD ACTION NIPPON アワード2009 実行委員会事務局 「応募受付担当」

〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17 下島ビル8階

TEL：03-5537-1545 FAX：03-5537-7761 e-mail:fan_award@work.odn.ne.jp
※電子メール及びFAXによる応募は受けつけておりませんのでご了承ください

◆「FOOD ACTION NIPPON」全般に関するお問合せ （土・日祝日を除く9:30～17:30）

FOOD ACTION NIPPON 推進本部事務局

〒105-7001 東京都港区東新橋1-8-1
TEL：03-6217-2101 FAX：03-6217-2109
公式ホームページ : http://www.syokuryo.jp

・ 本応募要項及び応募申込書はFOOD ACTION NIPPON 公式ホームページよりダウンロードできます。
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